
No. 質 問 回 答

1
個人事業主の場合にも 対象と なる か。 個人事業主は対象外と なり ま す。 会社法第2条第1号で規定する 会社

（ ただし 、 第８ 号に規定する 「 地方銀行」 を 除く ） と していま す。

2
区市町村が指定管理者制度で創業支援施設の運営を

委託している 場合、 申請主体はど ちら になる のか。

指定管理者制度の場合、 「 公の施設」 の所有者である 区市町村が申請

主体と なり ま す。

3
都外に本社を 有する 事業者であっても 申請可能か。 都内にイ ン キュ ベーショ ン施設を 有する 又は有する 予定であれば申請

可能です。

4
複数の団体の共同事業と してイ ンキュ ベーショ ン 施

設を 運営している が、 共同での申請は可能か。

共同では申請でき ま せん。 単独の団体での申請と なり ま す。

5

海外の法人でイ ンキュ ベーショ ン施設の申請は可能

か。

海外の法人等、 募集要項に記載の団体以外は申請資格と なり ま せん。

申請時点において、 過去１ 年間以上の創業支援実積のある 日本の法人

が申請を する のであれば可能です。

6

創業者（ 創業前ま たは創業5年未満の事業者） 以外

を 入居さ せる こ と はでき ないのか。

創業５ 年以上の事業者と いう 理由で入居を 断る 必要はあり ま せん。 た

だし 、 創業者向けの募集を 行う こ と 、 およ び創業者を 支援する 体制の

完備は必須と なり 、 創業前およ び創業５ 年未満の事業者が常時入居し

ている こ と を 前提と してく ださ い。

7
新設する 施設は対象になる のか。 分野特化型施設は新設も 対象になり ま す。 ただし 申請する 法人又は団

体と して、 過去1年以上の創業支援実績が必須と なり ま す。

8

「 申請時点において、 過去１ 年間以上、 創業支援の

実績を 有する こ と 。 」 と ある が、 どのよ う な取組が

創業支援実績に該当する か。

創業支援セミ ナー・ 相談会・ イ ベント 等の実施、 区市町村の創業支援

事業計画における 創業支援事業を 受託・ 連携実施、 創業支援施設の運

営・ 入居者への具体的な創業支援の実施、 創業融資等の実施・ 紹介、

資金調達支援、 士業紹介などの継続的な取組が創業支援実績に該当し

ま す。 単発の支援や社内起業支援、 協力・ 連携事業者等への支援は創

業支援実績には含みま せんのでご 注意く ださ い。

申請にあたっては、 事業計画書において、 支援対象者名、 支援対象者

の事業内容、 支援内容・ 成果、 支援回数・ 期間、 創業セミ ナー・ 相談

会等の実施内容・ 実施時期・ 参加人数・ 成果等を 記載いただいた上

で、 項目ごと にその内容が確認でき る ホーム ページがあれば、 そのア

ド レ ス を ご 記載く ださ い。 そう し たアド レ ス がない場合は案内チラ シ

のPDF等を 添付フ ァ イ ルと して提出してく ださ い。

9

「 申請時点において、 過去１ 年間以上、 創業支援の

実績を 有する こ と 。 」 と ある が、 創業支援実績は、

申請する 法人又は団体と しての実績が必要か。

申請する 法人又は団体と して、 過去１ 年間以上の創業支援実績が必要

と なり ま す。 法人又は団体の代表者個人の実績・ イ ン キュ ベーショ ン

マネージャ ー個人の実績等については含ま れま せんのでご 注意く ださ

い。

ま た、 法人の合併・ 分割・ 名称変更等を 経ている 場合、 実質的に継続

して１ 年以上の創業支援実績がある と みなすこ と ができ れば、 当該申

請資格を 満たす場合も あり ま す。 申請の際は個別にご 相談く ださ い。

10

イ ンキュ ベーショ ン施設を 運営中。 外部の中小企業

診断士や会計士に講師を 依頼して創業セミ ナーを 実

施している が、 創業支援実績と してカウ ント でき る

のか。

外部講師によ る 創業セミ ナーの企画、 参加者募集、 運営を 申請団体で

行っている のであれば、 申請団体の創業支援実績になり ま す。

11
属している グループ企業の実績は、 申請資格と して

該当する か。

申請法人以外の実績は該当し ま せん。 申請法人と しての創業支援実績

を 確認し ま す。

【 申請資格について】
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No. 質 問 回 答

12

特定の業種を 支援している 場合でも 、 創業支援実績

と して対象になる のか。

対象になり ま す。

ただし 、 特定の法人や個人を 対象にし た支援、 特定の事業に限定し た

支援や協力・ 連携事業等への支援は創業支援実績には含めま せん。

13

創業支援実績は日本国内の実績に限る のか。 原則、 日本国内での実績を 想定しており ま す。

海外での実績を 含める 場合、 内容が具体的に確認でき る ホーム ページ

があればそのアド レ ス を 事業計画書にご 記載く ださ い。 ない場合は、

電子フ ァ イ ルの添付を お願いいたし ま す。

14

「 都内にイ ンキュ ベーショ ン施設を 有している 、 又

は有する 予定である こ と 。 」 と ある が、 実際に物件

を 所有している 必要がある か。

所有権の有無は問いま せん。

不動産を 賃借して創業支援施設を 運営する 場合も 申請可能です。

ただし 、 事業計画書に記載の工事・ 運営期間中に継続して賃借でき る

見込みがある と 判断でき る 場合に限り ま す。

なお、 一般向け施設、 託児付き 施設は令和５ 年４ 月１ 日時点でイ ン

キュ ベーショ ン施設を 運営している 必要があり ま す。

15

「 都内にイ ンキュ ベーショ ン施設を 有している 、 又

は有する 予定である こ と 。 」 と ある が、 賃借予定の

不動産について申請時点で賃貸借契約を 結んでいる

必要がある か。

必ずし も 申請時点で賃貸借契約を 結んでいる 必要はあり ま せん。

ただし 、 審査を 行う 関係上、 契約を 予定している 具体的な建物名、 住

所及び工事計画は確定している 必要があり ま す。

ま た、 建物は申請書記載の工事・ 運営期間に継続して賃借でき る 見込

みがある 場合に限り ま す。

なお、 申請書に記載し た建物と 契約でき なかっ た場合には、 認定取消

し の対象と なり ま す（ 一般向け施設、 託児付き 施設は令和５ 年４ 月１

日時点でイ ンキュ ベーショ ン施設を 運営している 必要があり ま す） 。

16

「 都内にイ ンキュ ベーショ ン施設を 有している 、 又

は有する 予定である こ と 。 」 と ある が、 予定の場

合、 いつま でに有する と いう 条件はある のか。

申請時点で賃貸借契約を 結んでいる 必要はあり ま せんが、 審査を 行う

関係上、 契約を 予定している 具体的な建物名、 住所及び工事計画は確

定している 必要があり ま す。

なお、 工事の着工は、 認定後1年以内ま でに行われる 必要があり ま す

（ 一般、 託児付き は令和５ 年４ 月１ 日時点でイ ン キュ ベーショ ン施設

を 運営している 必要があり ま す。 ）

17

必須要件に「 イ ンキュ ベーショ ンマネージャ ーの配

置が具体的に計画さ れている こ と 」 と ある が、 イ ン

キュ ベーショ ン マネージャ ーの定義は何か。

イ ンキュ ベーショ ンマネージャ ーについての具体的な定義は設けてお

ら ず、 必ずし も 資格等は必須ではあり ま せんが、 単に受付や建物管理

を 行う だけの方はイ ン キュ ベーショ ンマネージャ ーには該当し ないも

のと し ま す。 具体的な創業支援実績を 有し 、 入居者への具体的な経営

相談等を 行う こ と ができ る 方を 想定しており ま す。

18

イ ンキュ ベーショ ンマネージャ ーは兼任でも よ い

か。

申請施設の専任である 必要はなく 、 兼任であっても 問題あり ま せん。

入居者が相談を 必要と する 時に、 ス ト レ ス なく 対応でき る 体制が整っ

ている こ と が必要と なり ま す。

19

IM（ イ ンキュ ベーショ ン マネージャ ー） の勤務日数

の下限が示さ れていないが、 1日/週でも よ いのか。

入居者の質問や支援要請に適宜ス ト レ ス なく 対応でき る 体制を 整備し

ていただく こ と が必須と なり ま す。 週当たり の下限日数は特に設定し

ており ま せん。

20

イ ンキュ ベーショ ンマネージャ ーの配置が義務付け

ら れている が、 外部の専門家に委託する こ と は可能

か。

イ ンキュ ベーショ ンマネージャ ーの直接雇用は必須ではあり ま せん

が、 入居者の相談や質問に対してス ト レ ス なく 対応でき る 体制が整備

さ れている 必要があり ま す。

【 要件について（ 各認定区分共通） 】

要件（ 共）
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21

Ｉ Ｍ室（ イ ンキュ ベーショ ンマネージャ ー室） はオ

フィ ス ス ペース になる のか。

イ ンキュ ベーショ ンマネージャ ーの専用執務室と して使用さ れる 場合

はオフィ ス ス ペース にはなり ま せん。

入居者がイ ンキュ ベーショ ンマネージャ ーに相談を する 部屋兼イ ン

キュ ベーショ ンマネージャ ーの執務室の場合はオフィ ス ス ペース にな

り ま す。 こ の場合申請書類には「 IM相談室」 と 記載してく ださ い。

22
工事計画について「 施設運営のレ ベルアッ プに寄与

する も の」 と はど う いう こ と か。

募集要項Ｐ ７ に事例を 記載している ので、 ご 覧く ださ い。

23

どの認定区分でも 工事は必須か。 既存施設の場合は認定区分にかかわら ずレ ベルアッ プ工事が必須と な

り ま す。 分野特化型施設では新築新設およ び既存建物内新設も 申請対

象になり ま すが、 工事は必須と なり ま す。 なお、 建築基準法、 消防法

等各種法令に適合でき ていない場合には追加工事が必要になる こ と も

あり ま す。

24

現在入居者のロ ッ カールーム と して利用している 部

屋を IM相談室に改装する 計画だが増床にあたる の

か。

オフィ ス ス ペース ではないロ ッ カールーム を オフィ ス ス ペース のIM相

談室に改装し 、 それが入居者の利便性向上につながる 場合は、 増床お

よ びレ ベルアッ プ工事になり ま す。 ただし 、 ロ ッ カールームの廃止が

入居者の利便性低下につながる 場合等は、 総合的に審査さ れま す。

25
募集要項では10㎡の増床例が記載さ れている が増床

の下限面積は何㎡なのか。

増床面積の基準値は定めており ま せん、 ただし 、 増床によ る 入居者目

線での機能アッ プが必須になり ま す。

26

受付はオフィ ス ス ペース になる のか。 受付はオフィ ス ス ペース に含ま れま せん。 例えばコ ワ ーキン グス ペー

ス の一部に受付がある 場合、 受付に必要なカウ ン タ ー、 机、 椅子、 収

納等の面積は除いてく ださ い。

27

施設は建築基準法・ 消防法等各種法令に適合してい

る こ と と いう 要件がある が、 旧耐震の建物では申請

でき ないのか。

旧耐震構造の既存不適格物件での申請は可能です。 耐震基準適合証明

書等を 提出する 必要はあり ま せん。 ただし 、 消防法は遡及法である た

め、 設計にあたっては所轄の消防署予防課に相談さ れる こ と を お勧め

し ま す。 相談さ れた際には議事録を 作成し 、 東京都およ び公社に提出

してく ださ い。

28

◎建築主事及び消防署への事前相談について

１ ） 建築主事と 消防署への事前相談と は、 どのよ う

な内容の相談を する 必要がある のか。

２ ） 防炎区画の面積のと ら え方によ っては排煙設備

のス ペッ ク が変わってく る 可能性がある が、 建築主

事に相談する 必要がある のか。

３ ） 工事計画の作成に携わっ た建築士によ れば、 対

象物件チェ ッ ク リ ス ト のYES NOは、 計算方法に

よ って変わってく る が、 通常考えら れる 方法によ っ

て計算してYESと して良いか。

４ ） 申請者と しては、 工事計画については建築基準

法や消防法上の問題は特にないと 考えている が、 そ

れでよ いか。

東京都およ び公社では、 個々の具体的な事例についての相談の必要性

についてはお答えいたし ま せん。

募集要項のP4~ P6の必須要件の欄では、 「 既存施設及び工事計画につ

いて、 関係法令に適合している こ と を 申請者が確認している こ と 。 」 を

規定していま す。 工事計画の作成に携わっ た建築士等にご 相談のう

え、 少しでも 疑義がある 点は、 事前に区市町村の建築主事や所轄の消

防署に確認して、 明確にし たう えで申請してく ださ い。 事前確認を 怠

り 、 後の現地調査等で適法にする ための追加工事が必須になる 事例も

発生していま す。

なお、 事前相談を 行っ た場合には、 議事録を 作成して申請書の対象物

件チェ ッ ク リ ス ト に添付してく ださ い。

29

申請に係る イ ン キュ ベーショ ン 施設について、 複数

の建物を 一体と して申請する こ と は可能か。

原則不可です。 ただし 、 別建物に施設の一部を 設置する 場合、 必要

性・ 合理性等を 考慮し 、 申請を 認める 場合があり ま す。 申請の際は個

別にご 相談く ださ い。

30

必須要件に「 暴力団関係者の入居を 排除している こ

と 」 と ある が、 施設の入居審査基準等に明記してあ

る こ と が必要か。

入居審査基準、 入居案内、 施設のホームページ等にその旨の記載があ

る 等、 客観的に確認でき る こ と が必要です。
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31

託児付き イ ンキュ ベーショ ン施設の項目に「 託児ス

ペース 等」 と ある が、 託児ス ペース には要件がある

か。

原則と して、 認可外保育施設（ 児童福祉法上の認可保育所等以外の子

供を 預かる 施設。 東京都への届出が必要であり 、 東京都が定める 設

置・ 運営基準を 満たす必要があり ま す。 ） である こ と が必要です。

なお、 届出対象外施設の場合であっても 、 認可外保育施設と 同等の機

能を 有する と 認めら れる 場合は認定する 場合も あり ま す。 個別にご 相

談く ださ い。 （ 届出対象外と 考えていたが、 実際には届出が必要だっ

た場合が見ら れま す。 都又は区市町村の保育所管部署によ く ご 確認く

ださ い。 ）

32
託児付き 施設で資材置き 場であっ た場所を 子供の遊

び場に改装する こ と は増床になる のか。

「 子供の遊び場」 は入居者が事業活動を 行う オフィ ス ス ペース ではな

いため、 増床にはなり ま せん。

33

分野特化型の場合、 分野外の入居者を 受け入れる こ

と はでき ないのか。

分野特化型施設の定義（ 募集要項Ｐ ２ ） に従っ た運営が行われている

場合、 分野外の事業者と いう 理由で入居を 断る 必要はあり ま せん。

ただし 、 創業前ま たは創業５ 年未満の入居者が常時入居する こ と を 前

提と する こ と が必須と なり ま す。 ま た、 分野特化型イ ンキュ ベーショ

ン 施設である こ と を 明示し 、 その分野の起業家の積極的な利用に繋が

る よ う に努める 必要があり ま す。

34

 分野特化型イ ンキュ ベーショ ン 施設における 「 分

野」 と はどのよ う なも のを 意味している のか。

電子部品製造業、 受託開発ソ フ ト ウ エア業のよ う に産業分類を 示す場

合、 バイ オテク ノ ロ ジー、 ナノ テク ノ ロ ジー等技術の名称を 示す場

合、 防災対策等社会的課題に着目し た分野名等が考えら れま す。

35

サービ ス 業は分野特化型の対象になる か。

例えば、 飲食業や美容・ 健康関係等。

具体例の「 飲食業」 、 「 美容」 、 「 健康」 等の各分野であれば、 サー

ビ ス 業でも 分野特化型の対象になり ま す。 サービ ス 業の場合でも 、 当

該分野に精通し 専門的な支援・ 指導ができ る イ ン キュ ベーショ ン・ マ

ネージャ ーを 配置する と と も に、 当該分野で事業を 営んでいく ために

必要な専門的な設備を 設置する 必要があり ま す。

36

分野特化型の分野を 「 サス テナビリ ティ 」 にする こ

と はでき る のか。

「 サス テナビリ ティ （ 持続可能な） 」 では何に特化する のかが不明

で、 特化分野と しては適切ではあり ま せん。 一般的には日本産業分類

の中分類（ 情報通信業等一部業種では小分類の場合あり ） やナノ テク

ノ ロ ジー等の技術名、 防災対策等具体的な社会課題等が適合し ま す。

37

分野特化型の定義(P2） ・ 要件（ P6） に「 専門的な

設備」 と ある が、 「 専門的な設備」 と は具体的にど

のよ う な設備を 想定している のか。

例えば、 分野が製造業であれば工作機械等が考えら れま す。 その分野

で事業を 行う に当たって必要な設備を 指し ま す。

38

分野特化型の設備は、 1種類用意すれば要件を 満た

すのか。

設備の施設内の配置は必須ですが個数についての規定はあり ま せん。

し かし 、 設備は、 当該分野で創業者が事業を 起こ すに当たって必要な

も のが用意さ れている 必要があり ま す。 他にも 当該分野の創業に必要

な設備があれば、 それら も 併せて提供する こ と が望ま れま す。 も し 、 2

個目以降の設備が施設外にあり それも 入居者が利用でき る こ と を 記載

し たい場合はその配置図面、 施設から のアク セス 図面、 イ ンキュ ベー

ショ ン 事業者が利用権を 持つこ と を 証明する 書類の写し を 提出してく

ださ い。

【 要件について(認定区分毎） 】

4 



No. 質 問 回 答

39

分野特化型では、 専門的な設備であれば、 どの程度

の規模のも のでも よ いのか？具体的にどの程度の設

備が必要なのか。

分野特化型は、 一般的な施設では十分な起業支援ができ ず、 効果的な

支援のためには専門的な設備と 専門的なIMを 備えなければなら ない専

門分野がある こ と に着目して、 一般向けに比べ、 専門的な設備などの

要件を 追加する 一方、 別の要件を 緩和していま す。 従って、 設備の内

容は起業支援に当たって十分と 認めら れる も のである 必要があり ま

す。 こ のため、 事業計画書には、 設備の内容説明と 、 その設備設置に

よ り 見込ま れる 効果を 詳細に記載していただく こ と と なっていま す。

40

分野特化型の分野はＩ Ｔ 、 設備はパソ コ ンで良いの

か。

分野がソ フ ト ウ エア業などの情報通信業であっても 構いま せんが、 設

備が通常の事務用のパソ コ ンのみでは分野特化型の設備と しては不十

分です。 その分野・ 業種で事業を 行う のに必要なス ペッ ク の設備を そ

ろ え、 その設備があれば当該分野の起業支援に十分である こ と を 説明

する 必要があり ま す。

41

分野特化型の専門的設備は申請団体が所有する 必要

がある か。 「 リ ース 」 ある いは「 協力企業所有設備

や連携施設所有設備の借用」 は認めら れる のか。

必ずし も 申請団体所有設備である 必要はあり ま せんが、 入居者が所有

設備同様の利用ができ る こ と が必要になり ま す。 自己所有の設備でな

い場合には、 契約書等設備が利用でき る こ と を 確認でき る 書類の写し

を 提出してく ださ い。

42

分野特化型の設備を 設置してある 部屋は、 オフィ ス

ス ペース にカウ ント して良いのか。

設置し た設備を 使用する だけの部屋はオフィ ス ス ペース にはなり ま せ

ん。 部屋の中に、 常時オフィ ス ワ ーク や作業等に使用でき る 机・ 椅子

が整っている 場合はオフィ ス ス ペース になり ま す。

43

 分野特化型の定義(P2） ・ 要件（ P6） に、 「 分野特

化の支援ができ る イ ン キュ ベーショ ンマネー

ジャ ー」 と ある が、 Ｑ ＆Ａ １ ７ の「 イ ン キュ ベー

ショ ン マネージャ ー」 にある 「 具体的な創業支援実

績を 有し 」 と いう 要件と 、 「 分野特化の支援ができ

る 」 と いう 要件を 同一人物が兼ね備える 必要がある

のか。

効果的な支援の観点から は、 両者を 兼ね備えた「 イ ン キュ ベーショ ン

マネージャ ー」 を 配置する こ と が最も 望ま し いと 考えていま す。 具体

的な創業支援実績を 有する イ ン キュ ベーショ ンマネージャ ーと 「 分野

特化の支援ができ る 」 「 イ ンキュ ベーショ ン マネージャ ー」 が別の人

物である 場合も 、 同一人物である 場合と 同等のアク セス を 利用者がが

でき る よ う に両者を 配置し 、 その配置状況を 申請書に記載してく ださ

い。

44

事業計画の運営方針に「 社会的貢献性」 と ある が、

こ れは具体的にど う いっ たも のを イ メ ージしている

のか。

①企業間連携の促進 ②研究活動と 事業化の橋渡し  ③新たな雇用の

創出と 周辺企業への波及効果 ④地域の活性化 等に貢献する も のを

想定していま す。 ま た、 周辺相場よ り も 低廉な家賃の設定、 と いう の

も 起業家支援の意味で評価でき る と 考えていま す。

45

申請書に記載の「 卒業時点での想定している 起業家

のある べき 姿」 について、 どのよ う な内容を 記載す

れば良いか。

例えば、 「 入居企業が売上げを 計上でき る よ う になっている 」 や、

「 上場を 果たしている 」 等、 支援によ り 入居者がどこ ま で成長 でき る

よ う にし たいかを 具体的に記載してく ださ い。

46

資金繰り 表について、 複数施設を 運営しており 全施

設共通で管理している 収入・ 支出がある 場合、 ど の

よ う に記載し たら 良いか。

「 全施設での資金繰り 表」 と 申請にかかる 施設についての「 個別の資

金繰り 表」 の２ つのエク セルシート を ご 提出く ださ い。 「 個別の資金

繰り 表」 については、 施設ごと に分けら れない費目はご記入いただか

なく て結構です。

47
事業計画（ ４ ） 資金繰り 表の収入に補助事業の補助

金も 記載する のか。

当該事業の補助金およ び支払の完了していない他補助金は収入欄に加

算し ないでく ださ い。

48

改修承諾書は入居ビル書式の「 現状変更工事申請

書」 で代用する こ と はでき る のか。

当該書類によ り ビルオーナーが改修を 承諾している こ と が確認でき る

も ので、 かつビルオーナーの記名、 押印がなさ れている も のであれば

代用でき ま す。

【 申請書作成について】

5 



No. 質 問 回 答

49

分野特化型施設で新築新設の場合、 ある いは現在賃

借中ス ペース で分野特化型施設を 新設する 場合は、

現場写真は不要と なる のか。

ど ちら の場合も 現状の写真を 添付してく ださ い。

50

賃借ビルの３ フ ロ アでイ ン キュ ベーショ ン施設を 運

営している 。 申請にあたり １ フ ロ アのみが工事対象

になる 。 提出図面は工事対象フ ロ アのみでよ いの

か。

工事対象外の施設フ ロ アについても 避難経路、 緩和措置、 面積、 用途

等が記載さ れた図面を 提出してく ださ い。

51
図面や事業計画書に記載する 部屋の広さ は、 内法を

書く のか。  ある いは壁芯か。

内法で記載してく ださ い。

52

過去に不認定と なっ た事業について再度申請する こ

と は可能か。

可能です。 過去に不認定と なっ た場合であっても 、 施設運営のレ ベル

アッ プを 図る 等、 一定の基準を 満たすよ う に申請内容を ご変更いただ

いた場合、 再度の申請において認定さ れる 可能性があり ま す。

53

工事前・ 工事後両方の施設が審査対象と なる のか。 原則と して、 工事後の施設について一定の基準を 満たしている かを 審査

いたし ま す。 ただし 、 既存施設が関係法令を 遵守している かについて

も 審査対象と なり ま すのでご留意く ださ い。

54

面接審査にイ ン キュ ベーショ ン マネージャ ー等を 同

席さ せる こ と は可能か。

可能です。 面接審査においては、 可能な限り 施設での創業者支援の内

容を 理解し 、 説明でき る 方のご 出席を お願いし ま す。

雇用・ 契約前のイ ンキュ ベーショ ン マネージャ ーの同席も 差し 支えあ

り ま せんが、 同席する 際には申請し た事業計画と の関係を ご説明く だ

さ い。 事業計画と 直接の関係が無いと 判断さ れる 場合には同席を お断

り する 場合があり ま す。

55

現地調査（ P4)では何を 確認する のか。 申請書に記載の事項と 当該創業支援施設の現状が一致している かど う

かの確認の他、 施設の法令適合性や消防設備、 避難経路の確認等を 行

いま す。

56

「 上記法令に関して専門知識を 有する 方（ 原則と し

て建築士） の同席が必要」 （ P4)と はどのよ う な趣

旨か。

現地調査の際は都・ 公社が委嘱し た建築士から の専門的な質問に答え

ていただく 必要があり ま すので、 原則と して建築士の同席を お願いす

る も のです。

57

「 原則と して建築士」 （ P4)、 と のこ と だが、 例外は

どのよ う な場合に認めら れる のか。

建築士がど う しても 都合がつかない場合でも 、 現地調査の際都・ 公社

が委嘱し た建築士から の専門的な質問に対して回答でき る こ と が必要

です。 こ れま で、 建築士の方が不在のため専門的な質問に当日回答を

いただけない場合があり ま し たが、 そう なら ないよ う にお願いし ま

す。

58

「 認定後の事業計画変更について」 に記載さ れてい

る 「 認定事業の内容を 大幅に変更し よ う と する 場合

は、 『 6 審査』 に記載し た手続き に準ずる 審査を 行

いま す。 」 のう ち、 「 大幅に変更」 と は具体的には

どのよ う なケース か。

申請時の事業計画から 、 運営方針（ 支援内容、 利用プラ ン 、 運営体

制、 主な利用者、 利用者の募集方法及び審査方法等） を 大幅に変更す

る 場合が該当し ま す。

なお、 申請時の事業計画に工事計画を 追加する 場合や施設を 増床する

場合、 上記に該当し ない場合は審査は行いま せんが、 工事計画や増床

の規模によ っては現地調査を 実施し 、 関係法令適合性等の確認を 行い

ま す。 個別にご相談く ださ い。

なお、 認定に係る 施設が別の所在地等に変更になる 場合は、 原則変更

ではなく 、 認定事業について廃止申請を し た上で、 新たに認定申請を

していただく 必要があり ま す。

【 認定後について】

【 審査・ 現地調査について】
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59

工事計画を 提出し たが、 認定さ れた後で各種要因に

よ り 内容が変更になる 可能性がある 。 認定さ れた計

画を 変更して工事を 行う こ と は可能か。

変更承認申請書を 提出していただき 、 その申請が承認さ れた場合は工

事内容の変更は可能ですが、 計画を 変更し た工事後も 認定施設と して

の各種要件を 満たしている 必要があり ま す。 ま た、 当然ながら 変更後

の内容が消防法や建築基準法を ク リ アしている かど う か再度検証してい

ただく 必要があり ま す。 変更を 行う 前に東京都およ び東京都中小企業

振興公社にご連絡が必要です。

60

「 認定事業者の義務等」 に記載している 「 報告」 と

は具体的にはどのよ う な内容か。

入居者に占める 創業5年未満の割合、 IMの活動状況、 消防用設備の点検

結果など 、 起業家向けの施設と して東京都が認定し た事業計画に従っ

て事業を 実施している かど う かの状況報告を 、 概ね１ 年に１ 回程度求

めま す。

61

認定を 受けた場合、 「 東京都認定施設」 と してＰ Ｒ

してよ いか。

Webサイ ト ・ 入居者募集案内等に掲載する 場合、 例えば「 東京都イ ン

キュ ベーショ ン施設運営計画認定事業によ る 認定を 受けた施設（ 事

業） です」 と いっ た記載が可能です。

ま た、 本認定は施設（ 事業） に対する 認定であって、 事業者に対する

認定ではないこ と 、 工事後の施設を 認定している こ と 、 認定期間は原

則8年である こ と に留意してく ださ い。
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